
  

 

 

令和４年第１１回（１１月）袖ケ浦市教育委員会定例会議事録 

 

 

１ 開催日時  令和４年１１月２８日（月）       午後２時５０分開会 

                            午後３時２０分閉会 

 

２ 開催場所  袖ケ浦市役所 旧館３階大会議室 

 

３ 出席者   

教育長職務代理者 山口 修 委 員 多田 正行 

委 員 髙野 隆晃 委 員 中村 伸子 

 （欠席者） 教育長 御園 朋夫 

 

４ 出席職員 

    

教育部長 小阪 潤一郎 
教育部次長 

（教育総務課長） 
渡邊 弘 

教育部参事 

（学校教育課長） 
前沢 幸雄 

教育部参事 

（生涯学習課長） 
高浦 正充 

スポーツ振興課長 鈴木 靖彦 
学校給食センター 

所長 
島田 宏之 

市民会館長  濱﨑 雅仁 平川公民館長  中畑 浩治 

根形公民館長 大田 知司 長浦公民館長  塩谷 利之 

平岡公民館長 鹿嶋 章夫 中央図書館長 藤尾 善之 

学校教育課副参事 磯部 正史 
教育総務課総務庶 

務班長 
君塚 和枝 

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 

 

６ 議 題 

日程第１ 前回会議録の承認について 

 



  

 

 

日程第２ 今回会議録署名人の選出について 

 

日程第３ 教育長・教育部長報告 

 

日程第４ 議案 

議案第１号   袖ケ浦市立図書館協議会委員の任命について 

 

日程第５ 報告 

報告第１号   臨時代理の報告について（令和４年度一般会計補正予算（第

８号）） 

報告第２号   臨時代理の報告について（袖ケ浦市個人情報の保護に関す

る法律施行条例の制定） 

   その他 

 

 

７ 議 事 

   日程第１ 前回会議録の承認について 

 

（教育長職務代理者） 

   令和４年第１０回袖ケ浦市教育委員会定例会の会議録の承認について、賛成の挙  

手を求めます。 

 

（教育長職務代理者） 

   全員一致で承認されました。 

 

 

日程第２ 今回会議録署名人の選出について 

（教育長職務代理者） 

髙野隆晃委員を指名します。 

 

 

日程第３ 教育長・教育部長報告 

（教育長職務代理者） 

   教育長は、市内小学校運動会巡回（１０月２０日、２２日）、教育長訪問（１０月

２４日～１１月９日）、青少年問題協議会（１０月２５日）、第４９回千葉県史跡整備

市町村協議会大会（１０月２８日）、第２回図書館協議会（１１月７日）、市教職員組

合青年部教育長と語る会（１１月１５日）、教育功労者表彰式（１１月１７日）、 

第２回博物館協議会（１１月１８日）に出席しました。 

 

 



  

 

 

（教育部長） 

   青少年問題協議会（１０月２５日）、教育功労者表彰式（１１月１７日）に出席し

ました。 

 

 

日程第４ 議案 

 

日程第５ 報告 

報告第１号  臨時代理の報告について（令和４年度一般会計補正予算（第８ 

号）） 

（教育長職務代理者） 

報告第１号について事務局の説明を求めます。 

   

（教育部次長（教育総務課長）） 

令和４年度一般会計補正予算（第８号）について、袖ケ浦市教育委員会行政組織規 

則第６条第１項の規定により臨時代理したので、同条第２項の規定により報告いた

します。理由は、本件は令和４年第６回（１１月招集）袖ケ浦市議会定例会に付議す

る教育委員会に係る予算議案について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第２９条の規定により、市長から意見を求められたもので、教育委員会の議決を要

する案件でありますが、急施を要したため、臨時代理を行ったものです。 

歳入については、小中学校の給食費負担金で、小学校 2,996 千円の減、中学校2,260

千円の減となります。これは、県支出金の千葉県公立学校給食費無償化支援事業補

助金で県の第３子の補助が行われることにより、対象者が広がるということは前回

の会議で説明いたしましたが、保護者の負担金が減り、その分、県補助金が増えたと

いうことになります。その他、生涯学習課と市民会館の諸収入が若干の増額で計上

しております。歳入は、全体で 1,051 千円の減となります。 

歳出については、各課所属の施設管理事業等で光熱水費の金額が大きく増額され

ております。教育総務課の施設管理事業では、小学校で約 35,000 千円、中学校で約

22,000 千円、幼稚園で約 500千円、学校給食センターの共同調理事業では、約 24,000

千円、市民会館から中央図書館までの施設管理事業においても、光熱水費の増額が

多く計上されております。小中学校と給食センター以外は、９月補正に続いて今回

も光熱水費の増額を行い、小中学校と給食センターにおいては、今回、契約や電気料

金の変更等により増額しております。歳出は、全体で 106,560 千円の増となります。 

 

報告第２号   臨時代理の報告について（袖ケ浦市個人情報の保護に関す

る法律施行条例の制定） 

（教育長職務代理者） 

報告第２号について事務局の説明を求めます。 

   



  

 

 

（教育部次長（教育総務課長）） 

袖ケ浦市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、袖ケ浦市教育委

員会行政組織規則第６条第１項の規定により臨時代理したので、同条第２項の規定

により報告いたします。理由は、本件は、令和４年第６回（１１月招集）袖ケ浦市議

会定例会に付議する事件について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２

９条の規定により、市長から意見を求められたもので、教育委員会の議決を要する

案件でありますが、急施を要したため、臨時代理を行ったものです。 

袖ケ浦市個人情報の保護に関する法律施行条例制定については、近年の情報化の

進展や個人情報の有用性の高まりを背景として、社会全体のデジタル化に対応した

「個人情報保護」と「データ流通」の両立等を図るため、令和３年５月１９日にデジ

タル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、個人情報の

保護に関する法律等が改正されております。これにより、従来、別々の法令に基づき

運用されていた国の行政機関あるいは、独立行政法人等、民間事業者、地方公共団体

の個人情報の取扱いについては、法が一律に適用されることになりますが、その法

の中で条例への委任事項等があるため、施行条例を制定する必要があります。 

教育委員会も多くの個人情報を扱っており、執行機関に該当することから、市長

部局から教育委員会に意見を求められた内容となっております。 

 

以上 

 

※ 次の案件につきましては、袖ケ浦市教育委員会会議規則第１３条第１項第１号 

に該当するため、非公開となります。 

・日程第４ 議案第１号 

 


